
（基盤技術研究促進勘定）

Ⅰ．重要な会計方針

１．減価償却の会計処理方法
　（１）有形固定資産

　定額法を採用しております。
　なお、主な耐用年数は、以下のとおりです。

8 ～ 18 年
6 年

2 ～ 15 年

　（２）無形固定資産
　定額法を採用しております。

２．特定の承継資産（独立行政法人会計基準第87第２項）の会計処理方法

累計額として資本剰余金から控除して表示しております。

３．引当金の計上基準

　（１）賞与引当金
　役職員の賞与の支払いに備えるため、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。

　（２）退職給付引当金

４．有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）により評価しております。

５．外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準

６．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

７．消費税等の会計処理
　消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

Ⅱ．貸借対照表注記

  出資を財源に取得した資産に係るその他行政コスト累計額 △ 10,708円　

ます。

建 物
車 両 運 搬 具
工 具 器 具 備 品

す。
過去勤務費用は、その発生時の職員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（8年）による定額法に

より按分した額をそれぞれ発生した事業年度から費用処理しております。

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理してお
ります。

キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、手元現金及び随時引き出し可能な預金からなっており

役員及び職員の退職給付に備えるため、当該事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見
込額に基づき計上しております。

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法につい
ては期間定額基準によっております。

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における職員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
（9年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしておりま

なお、法人内利用のソフトウェアについては、法人内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し

注　記　事　項

当事業年度より改訂後の「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」（令和2年3月26日
改訂）並びに「『独立行政法人会計基準』及び『独立行政法人会計基準注解』に関するQ&A」（令和2年6月最終

ております。

個別法に基づく承継資産のうち、棚卸資産に係る費用相当額については、承継資産に係る費用相当

改訂）（以下、「独立行政法人会計基準等」という）を適用して、財務諸表等を作成しております。



Ⅲ．行政コスト計算書注記
１．独立行政法人の業務運営に関して国民の負担に帰せられるコスト

行政コスト
自己収入等
法人税等及び国庫納付額
機会費用
独立行政法人の業務運営に関して
国民の負担に帰せられるコスト

２．機会費用の計上方法
　（１）国又は地方公共団体からの出向職員の機会費用

ります。

国又は地方公共団体からの出向職員に係る見積額

　（２）政府出資等の機会費用の計算に使用した利率
　10年利付国債の令和3年3月末利回りを参考に0.120％で計算しております。

Ⅳ．キャッシュ・フロー計算書注記
　資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳

Ⅴ．有価証券関係
１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

（単位：円）

２．満期保有目的の債券の今後の償還予定額
（単位：円）

Ⅵ．金融商品関係
１．金融商品の状況に関する事項

　当機構は、資金運用については短期的な預金及び公社債等に限定しております。

　その他 1,100,000,000 1,500,000,000 - - 

管理規程等に沿ってリスク低減を図っております。また、投資有価証券は、独立行政法人通則法第47条の
規定等に基づき、地方債及び政府保証債等のみを保有しており株式等は保有しておりません。

未収債権等に係る顧客の信用リスクは、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構債権

時価が貸借対照表計上額を
超えないもの

1,400,000,000 1,399,460,000 △ 540,000

合計 5,099,538,137 5,138,460,000 38,921,863

200,000,000 1,500,000,000 - - 
　地方債 - 800,000,000 - - 
　社債

区分 １年以内 １年超５年以内 ５年超１０年以内 １０年超
債券 1,300,000,000 3,800,000,000 - - 

時価が貸借対照表計上額を
超えるもの

3,699,538,137 3,739,000,000 39,461,863

7,158,648円　
△ 29,085,818円　

- 円　
84,927,341円　

63,000,171円　

資 金 期 末 残 高 2,697,421,762円　

区分
期末日における

貸借対照表計上額
期末日における

時価
差額

　 当該職員が国又は地方公共団体に復帰後退職する際に支払われる退職金のうち、当機構での勤務
期間に対応する部分について、職員退職手当規程に定める退職給付支給基準等を参考に計算してお

42,958円　

現 金 及 び 預 金 2,697,421,762円　
定 期 預 金 - 円　



２．金融商品の時価等に関する事項
　期末日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

（単位：円）

（注１） 負債に計上されているものは、(　）で示しております。
（注２） 金融商品の時価の算定方法及び有価証券等に関する事項

（１）現金及び預金、（２）未収金、（４）未払金

（３）有価証券及び投資有価証券

Ⅶ．退職給付関係
１．採用している退職給付制度の概要

２．確定給付制度
　（１）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

期首における退職給付債務
勘定間按分率変更に伴う変動額
勤務費用
利息費用
数理計算上の差異の当期発生額
退職給付の支払額
期末における退職給付債務

　（２）年金資産の期首残高と期末残高の調整表
期首における年金資産
勘定間按分率変更に伴う変動額
期待運用収益
数理計算上の差異の当期発生額
事業主からの拠出額
退職給付の支払額
制度加入者からの拠出額
期末における年金資産

　（３）退職給付債務及び年金資産と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務
年金資産
積立型制度の未積立退職給付債務
非積立型制度の未積立退職給付債務
小計
未認識数理計算上の差異
未認識過去勤務費用
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
退職給付引当金
前払年金費用
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,624,012円　

50,608円　
△ 218,155円　
4,143,536円　

1,573,297円　

退職手当規程に基づき給付しております。
企業年金制度（積立型制度である。）では、経済産業関係法人企業年金基金に加入しております。同基

金は、確定給付企業年金と確定拠出年金の複合型の制度であります。

4,092,536円　

2,390,605円　
2,314,569円　

108,817円　
200,626円　

2,624,012円　
2,624,012円　

- 円　

これらについては、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価
額をもって時価としております。

1,828,967円　

1,752,931円　
△ 1,828,967円　

△ 76,036円　

有価証券及び投資有価証券については、取引金融機関から提示された価格をもって時価としてお
ります。

当機構は、役員及び職員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度及び確定拠出制
度を採用しております。

退職一時金制度（非積立型制度である。）では、退職給付として、国立研究開発法人新エネルギー・産業
技術総合開発機構役員退職手当規程及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構職員

- 円　
31,848円　

304,214円　
53,626円　

△ 142,012円　
7,994円　

- 円　
193,558円　
24,989円　

（２）未収金 1,562 1,562 -
（３）有価証券及び投資有価証
券（満期保有目的債券）

5,099,538,137 5,138,460,000 38,921,863

（４）未払金 (446,758) (446,758) (-)

（１）現金及び預金 2,697,421,762 2,697,421,762 -
区分 貸借対照表計上額 時価 差額



　（４）退職給付に関連する損益
勤務費用
利息費用
期待運用収益
数理計算上の差異の費用処理額
過去勤務費用の費用処理額
損益計算書退職給付費用計上額　計（※）
（※）

　（５）年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりです。
債券
株式
保険資産(一般勘定)
その他
　合　計

　（６）長期期待運用収益率の設定方法に関する記載

　（７）数理計算上の計算基礎に関する事項
割引率
長期期待運用収益率

３．確定拠出制度
　当機構の確定拠出制度への要拠出額は、7,016円でありました。（※）

なっております。

４．退職等年金給付制度
　当機構の退職等年金給付制度への要拠出額は、52,629円でありました。（※）

合計となっております。

Ⅷ．資産除去債務関係

22年12月7日閣議決定）に基づき、事務所等の移転も含めた検討があり得ますが、移転時期が未定であるこ

9%

のの合計となっております。

30%
44%
17%

とから、当該債務に関連する賃借資産の使用時期が明確でなく、資産除去債務を合理的に見積ることができ
ません。そのため、当該債務に見合う資産除去債務は計上しておりません。

（※）損益計算書の退職給付費用（業務費及び一般管理費）のうち確定拠出制度に関するものの合計と

（※）損益計算書の退職給付費用（業務費及び一般管理費）のうち退職等年金給付制度に関するものの

当機構は、神奈川県その他の地域において、事務所等の不動産賃借契約に基づき、事務所等の退去時に
おける原状回復に係る債務を有しております。また「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」 （平成

0.6%
2.0%

124,498円　

184,567円　
24,989円　

△ 31,848円　

損益計算書の退職給付費用（業務費及び一般管理費）のうち確定給付制度に関するも

47,682円　
△ 100,892円　

100%

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。



Ⅸ．不要財産に係る国庫納付等関係
政府出資金
① 資産種類 現金及び預金
② 資産名称

（１）取得価額
（２）減価償却 -
（３）帳簿価額

④ 不要財産となった理由

⑤ 国庫納付等の方法

⑥ 譲渡収入の額 -
⑦ 控除費用 -

（１）国庫納付額
　　 納付年月日
（２）地方公共団体への払戻額 -
　　 納付年月日 -
（３）その他民間等への払戻額 -
　　 納付年月日 -

⑨ 減資額
⑩ 備考 -

Ⅹ．重要な後発事象

Ⅺ．その他独立行政法人の状況を適切に開示するために必要な会計情報
　該当事項はありません。

現金及び預金

③ 帳簿価額
1,600,000,000円

1,600,000,000円
第4期中長期計画において「基盤技術研究促進
勘定において、償還期限を迎えた保有有価証券
に係る政府出資金については、順次、国庫納付
を行うこととする。」とされており、令和元事業年
度に1,600,000,000円の保有有価証券が償還期限
を迎えたことから、これについて令和2年4月8日
付けで経済産業大臣あて不要財産の国庫納付に
係る通知を行い、同年4月24日付けで国庫納付
及び減資を行ったため

国庫納付等の額
納付等年月日

1,600,000,000円
令和2年4月24日

1,600,000,000円

　該当事項はありません。

独立行政法人通則法第46条の2第1項に基づく金
銭による納付

⑧


